
公益社団法人宇都宮青年会議所 諸規程 

会 員 資 格 規 程 

（目 的） 

第 １ 条 本規程は公益社団法人宇都宮青年会議所定款に基づき本会議所会員資格に関 

する事項を規定する。 

（新会員加入審議に関する事項） 

第 ２ 条 

⑴ 入会の申込は正会員２名の推薦を必要とする。但し推薦者は会員資格を２年以上有

し、理事又は正式入会後２年間以上在籍する正会員とする。 

⑵ 推薦者は本人との関係及び推薦理由を記した推薦書と、入会を希望しているものと推 

薦者２名の署名捺印した所定の入会申込書に写真を添えて理事長宛提出する。 

⑶ 理事長は書類を担当の委員会におくり同委員会は申込書により調査審議し、日時を定 

めて申込者及び推薦者を同委員会に出席させ面接をおこない、その意見を添えて書類を

理事会に提出、報告する。 

⑷ 入会を希望するものは、推薦者と共に理事長と面接しＪＣに関する責任義務履行につ 

いての誓約書を提出する。 

⑸ 理事会は入会を希望する者がその理事会の開催月を含めた直近４ケ月の期間内に開催

される例会及び理事会の認める事業に１回以上出席し、担当委員会より本会議所の理

念、方針、活動概要等について説明を受け、かつ、正式入会を希望した場合には、担当

委員会の意見及び担当委員会への出席状況並びに活動状況を参考にし、その者を正会員

として承認することができる。 

⑹ 正式入会を認められたものは、その日から一週間以内に入会金並びに会費を納入しな 

ければならない。 

⑺ 入会金並びに会費を納入した日をもって正会員の資格を取得するものとし、次の例会 

において入会認承証及び会員章を交付される。 

⑻ 入会希望者の推薦は正会員１名につき年度内３名以内とする。 

⑼ 推薦者は入会希望者が出席する例会に必ず同伴しなければならない。また、正式入会

を認められたときは、そのときから２年間会合の出席履行と会費納入に関して指導する

責任を負わねばならない。 

⑽ 入会希望者が例会に出席する場合はその実費を、懇親会・家族会等に出席する場合

は、正会員に準じた費用を納入するものとする。 

⑾ 入会希望者は、承認後の在籍期間が１年以上なければならない。 

（会費及び入会金に関する事項） 

第 ３ 条 

⑴ 当会議所における会費及び入会金を次のとおり定める。 

 



 

入会金  正会員 ３０，０００円 

特別会員     ０円 

賛助会員     ０円 

会費   正会員  年額   １５０，０００円 

特別会員 年額１口  １０，０００円 

賛助会員 年額１口  ３０，０００円 

但し、正式入会を承認された正会員は年会費を承認された翌月から月割とし、納入す

る。 

⑵ 正会員は定款第１０条により年会費を１月末日迄に納入しなければならない。但し、 

分割納入を希望するものは前期分を１月末日迄、後期分を６月末日迄に納入することが

できる。 

⑶ 入会金は、正式入会を認められた日から１週間以内に納入しなければならない。但

し、正会員より特別会員になる場合は入会金を必要としない。 

⑷ 他会議所会員にして転居等により本会議所に加入せんとするものは他会議所の正会員 

証及び推薦書を提出した場合入会金を半額とする。 

⑸ 賛助会員の会費については、その全額を管理費に充当するものとする。 

（除名に関する事項） 

第 ４ 条 定款第１０条に定める「年会費納入の義務」に違反した会員に対しては、総 

会の決議によって除名することができる。 

⑵ 前項の決議を行なうには次の手続を必要とする。 

① 財務担当理事は、年会費納入期日後最初に行なわれる理事会に於て年会費未納の会員 

を報告する 

② 理事会は前号の該当会員に、直ちに文書で年会費納入督促を行う 

③ 次回開催の理事会に於て財務担当理事はその結果を報告すると同時に、滞納会員に対 

して納入期限を定め再度督促を行い併せて除名の警告を行う 

④ 第２号及び第３号に規定する督促を行なうにもかかわらず、会費を納入しない会員に 

対しては定款第１３条の会員除名規定を適用する 

（除名の議事に関する事項） 

第 ５ 条 総会は定款第１３条の規定にもとづき充分な理由があるときは出席会員の４ 

分の３以上の議決により会員の除名をなすことができる。 

⑵ 総会は必要ありと認めたるときは当該会員の推薦者の出席を求めることができる。 

（退会及び制裁金に関する事項） 

第 ６ 条 

⑴ 例会・委員会の年間出席率が各々極めて悪い正会員に対しては、総会の決議により除 

名・退会勧告または制裁金の納入を命ずることができる。 



⑵ 例会・総会に連続した３ケ月間に正当なる理由がないにもかかわらず一度も出席しな 

い正会員は理事会にはかり書面をもって出席を督促する。 

⑶ 前項の督促にもかかわらず引き続き出席のない正会員に対して、理事会は推薦者を通 

して出席勧告すると同時に本人に対して除名警告をおこなう。 

⑷ 以上の警告にもかかわらず、出席がない場合には総会において除名することが出来

る。 

（出欠の報告義務に関する事項） 

第 ７ 条 事務局長は年２回以上正会員の例会における出欠状況を理事会に報告しなけ 

ればならない。 

（特別会員に関する事項） 

第 ８ 条 正会員の年令を超過したものはその年度末において自動的に本会議所を退会 

するものとする。 

⑵ 前項において定款第７条⑴項２号によるものは特別会費納入後、特別会員の資格を有 

する。 

⑶ 特別会員が例会・懇親会・家族会等に出席する場合、正会員に準じた費用を納入する 

ものとする。 

⑷ 特別会員は役員の選挙被選挙権は有しない。 

⑸ 特別会員は理事会の諮問ある場合に限り本会の運営に関する意見を具申することがで 

きる。 

（賛助会員に関する事項） 

第 ９ 条 本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人及び法 

人又は団体は理事会の決定により当該年度に限り賛助会員として入会するこ 

とができる。 

⑵ 賛助会員を希望するものは賛助会員申込書を理事会に提出する。 

⑶ 賛助会員が例会・懇親会・家族会等に出席する場合、正会員に準じた費用を納入する 

ものとする。 

⑷ 賛助会員の会員期間は毎年１月１日から１２月３１日までとする。 

⑸ 賛助会員は、以下の権利を有する。 

① 当会議所が実施する公益目的事業への参加。 

② 当会議所ホームページ上における賛助会員としての掲載。 

③ 当会議所が独自に実施する公益目的事業でのポスターその他広報物における賛助会員 

としての掲載。 

④ 当会議所のメーリングシステムを用いた企業ＰＲ情報の配信。 

（継続に関する事項） 

第 １０ 条 当該年度９月末までに正当なる理由なく継続・退会の意思を表明しない会 

員においては、自動的に継続とみなす。 



附 則 

本規程は１９６７年 ５月１８日より施行する。 

本規程は１９６８年 １月２９日より改正施行する。 

本規程は１９６８年 ９月２５日より改正施行する。 

本規程は１９７０年 １月２３日より改正施行する。 

本規程は１９７２年 １月２０日より改正施行する。 

本規程は１９７３年 １月２６日より改正施行する。 

本規程は１９７４年 １月２２日より改正施行する。 

本規程は１９７４年 １月２５日より改正施行する。 

本規程は１９７５年 １月２２日より改正施行する。 

本規程は１９７５年 ９月２２日より改正施行する。 

本規程は１９７８年 １月２３日より変更実施する。 

本規程は１９７９年 １月２２日より変更実施する。 

本規程は１９８０年 １月２２日より変更実施する。 

本規程は１９８１年 １月２２日より変更実施する。 

本規程は１９８２年 １月２２日より変更実施する。 

本規程は１９８４年 １月２７日より変更実施する。 

本規程は１９８７年 ９月２２日より変更実施する。 

本規程は１９９０年 １月１２日より変更実施する。 

本規程は１９９２年 １月２２日より変更実施する。 

本規程は１９９６年 １月１７日より変更実施する。 

本規程は１９９７年 ８月２６日より変更実施する。 

本規程は２０００年 １月１８日より変更実施する。 

本規程は２００２年 １月２２日より変更実施する。 

本規程は２００４年１２月２２日より変更実施する。 

本規程は２００９年 １月 １日より変更実施する。 

本規程は２０１２年 １月２６日より変更実施する。 

本規程は２０１２年 ７月２７日より変更実施する。 

本規程は２０１２年１１月２９日より変更実施する。 

本規程は２０１５年 １月２９日より変更実施する。 

本規程は２０１６年１２月 ６日より変更実施する。 

本規程は２０２３年 １月 １日より変更施行する。 


